
栃木県誕生 150 年記念協賛行事取扱要領 

 

１ 趣旨 

  この要領は、栃木県誕生 150 年記念協賛行事を広く募集し、広報するため、協賛行事の

取扱いについて、必要な事項を定める。 

 

２ 協賛行事の要件 

  協賛行事は、次の各号の要件をいずれも満たす行事とする。 

(1) 県、市町、企業、団体、学校、地域団体等が栃木県誕生 150 年記念行事等の実施方針

（令和４年 11 月２日栃木県県民の日実行委員会決定）の目的及び基本コンセプトの趣

旨を踏まえて実施する行事であること。 

 (2) 実施期間内（令和５年１月～令和６年３月）に実施する行事であること。 

 (3) 当該行事が法令や公序良俗に反しないものその他社会的な非難を受けるおそれのな

いものであること。 

 (4) 当該行事が宗教的又は政治的色彩を有しないものであること。 

 

３ 協賛行事の「栃木県誕生 150 年記念特設ウェブサイト」掲載 

  行事の主催者が別添報告様式により栃木県県民の日実行委員会会長に報告した協賛行

事のうち栃木県誕生 150 年記念特設ウェブサイトへの掲載を希望した行事について、栃木

県県民の日実行委員会会長は、県が開設する栃木県誕生 150 年記念特設ウェブサイトに掲

載し、広く広報を行う。ただし、掲載が不適当と栃木県県民の日実行委員会会長が認めた

ときは、掲載せず、行事の主催者に通知するものとする。 

 

４ 「栃木県誕生 150 年記念」の冠の使用 

  協賛行事の主催者は、協賛行事として報告した行事の名称や印刷物等に「栃木県誕生150

年記念」を冠することができる。 

 

５ 「栃木県誕生 150 年記念ロゴマーク」の使用 

  協賛行事の主催者は、協賛行事として報告した行事に県が別に定める「栃木県誕生 150

年記念ロゴマーク」を使用することができる。 

 

６ 庶務 

  協賛行事の取扱いに関する庶務は、栃木県県民の日実行委員会において処理する。 

 

   附則 

 この要領は、令和４年 12 月 15 日から施行する。  



 


